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（資料） 

諮問書、倉敷市市民企画提案事業実施要綱 

  



 

少子高齢化、市民の価値観やライフスタイルの多様化、グローバル化など、社会構造が急速に変

化する中、従来の行政主導型の地域づくりは限界を迎えています。持続可能な地域社会を構築する

ためには、地域住民、民間事業者、非営利団体、ボランティア、行政など、多様な主体がそれぞれ

の強みを生かして連携し、協働していくことが不可欠です。さらに、昨今の自然災害の増加・規模

の拡大に伴う防災・減災対策、地球温暖化や環境汚染など喫緊の課題への対応という点でも、地域

全体での取り組みが求められています。 

ＳＤＧs（持続可能な開発目標）１７番目「パートナーシップで目標を達成しよう」では、異な

る立場の人々の多様な経験やスキルに基づいたパートナーシップを奨励・推進しています。すなわ

ち、公、官・民、市民社会間の有効なパートナーシップによって多様な視点を取り入れた取り組み

が可能となり、限られた資源をより効果的に活用した地域づくりを促進することができるのではな

いでしょうか。 

市民企画提案事業は、地域の身近な課題を解決するため、市民活動団体の皆さんが企画した公益

的事業を、市と協働又は単独で実施するものであり、その経費の一部を市が補助することで、協働

によるまちづくりと地域課題の解決に向けた住民主体の取り組みを推進しています。 

今年度は、市との協働で実施する協働事業部門１団体（新規）、市民活動団体が単独で実施する

自主事業部門４団体（新規３、既存１）の計５団体からの応募がありました。 

倉敷市市民企画提案事業審議会は、これを受け、申込書類および２月８日の公開プレゼンテーシ

ョンとその質疑応答に対して、審査基準に則り、厳正かつ公正に審査を実施しました。結果として、

応募のあった事業のすべてが採択基準点を超えました。採択された団体の皆様には是非一層の工夫

を凝らして、積極的に倉敷市市民企画提案事業活動を展開していただき、｢市民参加による協働の

まちづくり｣が促進されることを期待いたします。 

私たちは、対等な人間関係の中で、互いの言葉のやりとりにより、新しい視野を拓き、創造的な

アイデアを生んできました。地域の中の市民活動は、この「対話」を武器に進めてきたと言えます。

地域社会を取り巻く環境が目まぐるしく変化する今日において、更に重みを増す「対話」の価値を

改めて見つめ直し、様々な主体間で積み重ねていくことが、多岐にわたる地域課題を解決する糸口

となるはずです。 

最後に、倉敷市市民企画提案事業に格別のご理解とご協力を賜り、公開プレゼンテーションの実

施に真摯に対応していただきました関係者の皆様にお礼申し上げます。 

 

令和７年３月７日 

 

倉敷市市民企画提案事業審議会 

会 長  田 口 豊 郁 
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Ⅰ 審査結果

２月８日に申込団体や市担当課が事業内容のプレゼンテーションを行った。それを受けて審議

会は、事業の実現可能性や団体の熱意など、次の審査基準にもとづいて審査を行った。 

【審査基準】 

区分 審査基準 審査の視点 点 

団体 

組織体制 

知識、専門性、経験など他にない強みがあるか 

事業実施、事務処理、広報など会員間で役割を分担しているか 

自主財源（事業収益、寄付、会費）を確保する取り組みはあるか 

10 意欲 

打ち合わせや活動を定期的に行っているか（開催頻度、参加会員数） 

【新規のみ】課題解決に取り組む姿勢と熱意に共感できるか 

【2年目以降】ブログ「まちづくりびと＠倉敷」への投稿回数 

活動 

団体の信頼性を高めるため、運営や活動の情報公開をしているか 

中・長期的な活動計画があるか 

【2年目以降】設定した目標への取り組み状況 

目的 

課題設定 

解決しなければならないという点に共感できるか 

設定した課題は社会的背景に合致しているか 

市民ニーズは事実にもとづいて分析されているか 
15 

公益性 

利益を受ける範囲が限定的ではなく、不特定多数の市民に開かれているか 

行政が補助してよい内容であるか 

事業の実施により市民サービスの向上が期待できるか 

計画 

有効性 

課題解決に向け、的を射る有効な事業計画であるか 

住み良いまちの実現に繋がる内容であるか 

事業の発展や地域社会への波及効果が期待できるか 

15 妥当性 

趣味的なものではなく、一般市民の理解が得られる内容であるか 

事業計画は団体の設置目的に沿っているか 

活動の実施回数は十分確保されているか 

協働性 

【協働事業

部門のみ】 

団体と市の役割分担が明確かつ妥当であるか 

団体が単独で実施するよりも、明らかに高い効果が見込めるか 

事業計画に団体と市、双方の意見を反映しているか 

実現 

創意工夫 

活動を広く知ってもらう工夫がみられるか 

実施時期や開催場所の選定に、事業の効果を高める工夫がみられるか 

新しい視点からのアイデアや独自性が盛り込まれているか 15 

実施体制 
地域、団体、企業など、他の組織と実施に必要な連携が図られているか 

事業遂行に必要な専門知識や技術を持ったスタッフを確保しているか 

予算 予算設定 

過大な支出を抑えた、費用対効果の高い予算設定であるか 

予算額の積算根拠が明確であるか 

参加費を集めるなど、相応の受益者負担を求めているか 

15 

総合評価 市民企画提案事業として採択したいか 30 
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【審査結果】 

次の表は事業を得点の高い順に並べたものである。各委員の持ち点を 100点とし、全委員の平

均点をその事業の得点とした。得点が 60 点以上の事業を採択できるものとしているが、今回は

すべての事業で 60 点以上となっている。なお、新規チャレンジコースは別枠としている。 

 

協働準備コース・市民提案コース・行政提案コース 

順位 事業名 団体名及び担当課名 

1 
倉敷市で増えていく空き家の問題を解決するた

めの支援事業 
一般社団法人相続と空き家の相談窓口 

2 身近なマイクロプラスチックを調べよう 
公益財団法人 水島地域環境再生財団 

環境政策課 

3 
困難を抱えた若者たちの居場所兼働く場所運営

（倉敷市美観地区） 
特定非営利活動法人吉備たくみ会 

  

新規チャレンジコース 

1 失語症者の方を対象とした移動支援 移動支援 美月 

２ 
健全な状態で中心市街地の貴重な里山を次世代

へ継承する事業 
鶴形山の森林環境を守る会 
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Ⅱ 個別講評 

 

倉敷市で増えていく空き家の問題を解決するための支援事業 

[自主事業部門｜協働準備コース] ※令和５年度：新規チャレンジコース、令和６年度：協働準備コース 

空き家問題は、高齢化の進展で社会問題と化している課題であり、これまで個別相談や講演会

を通じて、継続して情報発信と支援に取り組んでいることは大いに評価できる。また、現状を的

確に分析したうえでの反省や助言を活かし、試行錯誤しながら改善が図られている。 

次期は市民企画提案事業として３年目となることから、これまでの取り組みに加え、例えば、

チラシの設置場所や相談会の開催地の拡大、空き家対策に取り組む地域の会合への出前講座など、

集客力の強化及び地域における空き家の活用等を検討いただきたい。 

今後、行政や他団体、金融機関など様々な主体と協働し、より効果的な支援を展開されること

を期待したい。 

 

 

身近なマイクロプラスチックを調べよう 

[協働事業部門｜行政提案コース]   

  倉敷市民や団体を対象として、マイクロプラスチックごみの調査への参加を呼びかけたり、出前講

座やリーフレット等を活用した啓発活動を行うことで、世界的な問題となっている「海ごみ・プラス

チックごみ」の問題が、市民の暮らしと繋がっていることに気づくための取り組みであり、高く評価

できる。 

一方で、調査後の事業展開が見えづらく、海ごみの削減につなげるための計画としては物足りなさ

を感じた。また、環境政策課との協働事業であることから、市が実施する事業に協力するだけでなく、

市民を巻き込むイベントを企画するなど、具体的な事業内容を再検討してもらいたい。 

長年にわたり、行政や関係機関と連携して海ごみ問題に取り組んできた知識や経験を活かし、より

多くの市民に知識を伝えることで、海ごみ削減等の意識を持つ市民が増えるための取り組みとなるこ

とを期待する。 

 

 

困難を抱えた若者たちの居場所兼働く場所運営（倉敷市美観地区） 

[自主事業部門｜協働準備コース]  

ひきこもり等の問題を一個人や家庭の問題と考えず、地域社会として若者を支援する社会的意

義のある事業であり、製品の素材に地場産品を使用するアイデアも含めて評価できる。 

 しかしながら、事業計画としては収入が補助金と製品の売り上げのみ、人件費がかなりの割合

を占めるなど、持続可能性に不安を覚える。実施に際しては、協賛金や受益者負担等、助成金が

無くても存続できるビジネスモデルの構築が必要ではないか。 

 申請団体には、これまで培った若者支援の経験を活かして就労困難等の原因分析を行い、対象

者それぞれの特性に応じた支援内容としていただきたい。本事業が、行政支援が希薄な部分を補

完するものとなることを期待する。 
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失語症者の方を対象とした移動支援 

[自主事業部門｜新規チャレンジコース]  

失語症とは、「話す、聞いて理解する、読んで理解する、書く」など、コミュニケーション能力が

損なわれ、それらがうまくできなくなった状態である。その特性から社会的認知、保健、医療、福祉

などのあらゆる分野で対策が遅れてきた疾患であるが、その失語症者の方のサポートにスポットを当

てた本事業は有望な取り組みだと考える。 

新規チャレンジ事業としての応募ではあるが、移動支援のみならず、広報活動や、仲間づくりなど、 

事業計画は多岐にわたっている。まずは小さく活動を始め、一つ一つ課題を解決しながら、失語症や

本事業自体の認知度を高めていってもらいたい。 

また同時に、スキルを持った方の育成や関わりづくり、言語聴覚士を養成する市内の大学との連携、

将来的には法人化を目指すなど、持続可能な体制構築に向けても研究を進めていくことを期待する。 

 

 

健全な状態で中心市街地の貴重な里山を次世代へ継承する事業 

[自主事業部門｜新規チャレンジコース]  

倉敷市の中心市街地にあり、県内随一の観光地である倉敷美観地区の借景でもある鶴形山には、市

民憩いの場所である公園や神社・仏閣等観光の面でも重要な施設が存在している。 

鶴形山では、昨今、倒木による被害や放火が発生するなど、環境が悪化してきており、特に北麓の

状況には市民も問題意識を持っているが、そういった状況の中で、森林環境を守る取り組みを実施し

ようとすることは評価できる。 

一方で、事業計画には理想像や将来の展望などは述べられているが、具体的な実行計画としてはお

墓の維持管理に主眼が置かれているように感じ、その先の展開としての事業の公共性や公益性、地域

課題解決の手法などの視点が十分でないように感じる。 

 次世代を育成するなど、地域住民も巻き込み、中心市街地の貴重な自然環境資源である鶴形山を守

っていく取り組みとしてもらいたい。 
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Ⅲ　審議会委員名簿

令和６年１２月２６日現在

氏　　名（敬称略） 所　属　等

阿部
あべ

　典子
のりこ

NPO法人みんなの集落研究所　首席研究員

石川
いしかわ

　圭子
けいこ

認定NPO法人ペアレント・サポートすてっぷ　事務局長

岩中
いわなか

　正則
まさのり

市民公募委員

副会長 江原
えばら

　雅江
まさえ

倉敷芸術科学大学　教学機構　教授

大西
おおにし

　恵子
けいこ

市民公募委員

奧
おく

　宏二
こうじ

備中県民局　地域づくり推進課　課長

木村
きむら

　吉伸
よしのぶ くらしき作陽大学　食文化学部　教授

岡山大学　名誉教授

小久保
こくぼ

　圭一郎
けいいちろう

倉敷市立短期大学　保育学科 教授

会長 田口
たぐち

　豊
とよひろ

郁
川崎医療福祉大学　名誉教授
ＮＰＯ法人子育て応援ナビぽっかぽか　理事長

三宅
みやけ

　忠
ただ

次
し

玉島信用金庫　業務企画部 部長

５０音順

倉敷市市民企画提案事業審議会委員名簿（第10期）
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倉敷市市民企画提案事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 市民と行政の協働によるまちづくりを推進し、地域課題の解決に向けた市民主体の取

組を新たに生み出すため、市民公益活動をしようとする団体が提案する事業（以下「提案

事業」という。）に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関

しては、倉敷市補助金等交付規則(昭和４３年倉敷市規則第３０号)に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「団体」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

(１) 活動により得た利益の分配を目的としない非営利組織 

(２) 町内会・自治会等の住民自治組織 

(３) その他市長が適当と認める組織 

２ この要綱において「公益」とは、特定の個人又は特定の集団に限定されることのない、社

会一般の利益をいう。 

３ この要綱において「協働」とは、団体と行政が、お互いに共通する目的の実現や地域課題

の解決のために、各々の資源や特性を活かして役割と責任を分担しながら、共に協力し合

うことをいう。 

４ この要綱において「市担当課」とは、協働の相手方となる市の部署をいう。 

（申込みできる団体） 

第３条 申込みできる団体は、申込時点で次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 本市内を活動拠点とすること。 

(２) 組織運営等に関する規則・会則等を定め、会員名簿を備えていること。 

(３) 申し込む事業に従事する会員のうち、本市内に在住、在勤又は在学している者が５名

以上いること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、申込みできないものと

する。 

(１) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職にある者（候補者を

含む。）若しくは政党等を推薦し、又はこれらに反対することを目的とする団体 

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員が支配人、無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれらに
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準ずべき地位に就任し、又は実質的に経営等に関与している団体 

(３) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

第５条及び第８条の規定による処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある

団体 

（申込みできる事業） 

第４条 申込みできる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 不特定多数の市民を対象とした公益活動のうち、地域や社会の課題解決につながる事

業 

(２) 申し込む団体が実施主体となる事業 

(３) 単年度で完結する事業 

(４) 原則として本市内で実施する事業 

(５) 団体が過去に実施したことのない事業又はそれと同等と市長が認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は申し込めないものとする。 

(１) 施設等の整備（不動産の取得を含む）に係る費用が交付申請額の１０分の３を超える

事業 

(２) 個人給付等の補助的要素を含む事業 

(３) 営利目的又は間接的に営利につながると市長が認める事業 

(４) 宗教上の教義、信者の教化育成等に係る事業 

(５) 政治上の主義の推進、指示、反対等の主張又は表明に係る事業 

(６) 本市、本市の外郭団体、国又は県から、同様の内容で補助を受けている事業 

(７) 行政に対する要望又は陳情を目的とする事業 

（部門の構成） 

第５条 団体が単独で提案事業を実施する部門を「自主事業部門」とし、「新規チャレンジコー

ス」及び「協働準備コース」で構成するものとする。 

２ 団体と市担当課が協働で提案事業を実施する部門を「協働事業部門」とし、「市民提案コー

ス」及び「行政提案コース」で構成するものとする。 

（各コースの利用条件） 

第６条 各コースの利用条件は、別表に定めるもののほか、次の各号による。 

(１) 同一の団体が補助を受けられる年数は、前条第１項及び第２項で定める各コースの補

助年数を通算して５年以内とする。 
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(２) 協働準備コースは、前条第１項及び第２項で定める各コースの補助年数を通算して５

年目である場合は、申込みできないものとする。 

（補助金） 

第７条 補助金は、別表に定める対象経費のうち、市長が適当と認めるものについて交付する。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

（提案事業の募集） 

第８条 市長は、提案事業を期間を定めて募集するものとする。 

２ 市長は、募集要項を定めて公表するものとする。 

３ 前項の募集要項には、審査の方法及び基準を記載するものとする。 

（審査の申込み） 

第９条 提案事業の審査を受けようとする団体は、所定の事業申込書に次の各号に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 事業計画書 

(２) 収支予算書 

(３) 組織運営体制 

(４) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 団体は、同一の募集期間において１事業のみ申込みできるものとする。 

３ 協働事業部門に申し込む団体は、第１項の提案事業の内容について、市担当課と事前に合

意しておかなければならない。 

（審査及び通知） 

第10条 市長は、前条第１項の事業申込書等の提出があったときには、第８条第３項の規定に

よる方法等により審査するものとする。 

２ 市長は、前項の審査にあたっては、倉敷市市民企画提案事業審議会（以下「審議会」とい

う。）に諮問するものとする。 

３ 市長は、審議会の答申を踏まえ、補助金の交付の適否を決定し、採択又は不採択の結果を

団体に通知するものとする。 

（交付の申請） 

第11条 前条第３項の採択の通知を受け取った団体が補助金の交付を受けようとするときは、

所定の補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 
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第12条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合には、これを審査し、交付決定

を行い、所定の補助金交付決定通知書により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

（申込みの取下げ） 

第13条 前条の補助金交付決定通知書を受け取った団体が、補助金の申込みを取り下げようと

するときは、当該通知書を受け取った日の翌日から起算して２０日以内に、市長に書面を

もって申し出なければならない。 

（協定書の締結） 

第14条 第１２条の交付決定を受けた事業（以下「採択事業」という。）を実施する団体（以下

「実施団体」という。）及び市長は、協働事業部門の採択事業を開始する前に、それぞれの

役割分担及び事業内容を明確にした協定書を締結するものとする。 

２ 協働事業部門の実施団体及び市長は、協定書にのっとり、採択事業の実施及び進行管理を

行うものとする。 

（計画変更の承認等） 

第15条 実施団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ所定の事業計画変更

等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

(１) 別表に定める対象経費の科目ごとに配分した額を変更するとき。ただし、各配分額の

１０分の２以内の流用増減を除く。 

(２) 採択事業の内容を変更するとき。ただし、採択事業の目的に変更をもたらすものでは

なく、かつ、事業計画の軽微な変更であるような場合を除く。 

(３) 採択事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

(４) その他、申込みに係る事項の変更をするとき。 

２ 市長は、前項の承認を行うときは、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付す

ることができる。 

（実施状況の報告） 

第16条 実施団体は、採択事業の遂行及び収支の状況について、市長の要求があったときは速

やかに報告しなければならない。 

２ 市長は、採択事業の実施状況について、適時に公表するものとする。 

（実績報告） 

第17条 実施団体は、採択事業が終了した日の翌日から起算して３０日を経過した日又は当該
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年度の３月３１日のいずれか早い日までに、所定の実績報告書に次の各号に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 事業報告書 

(２) 収支精算書 

(３) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 実施団体が、第１項の実績報告書等をやむを得ない理由により期限内に提出できない場合

には、市長は改めて期限を設定し提出を求めることができる。 

（補助金の額の確定等） 

第18条 市長は、前条第１項の実績報告書等の提出があった場合には、これを審査し、補助金

の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の

額を確定し、所定の補助金額確定通知書により通知するものとする。 

（補助金の支払い） 

第19条 補助金は、前条の交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、

必要と認められる経費については、概算払いをすることができる。 

２ 実施団体は、前項の補助金の支払を受けようとするときは、所定の請求書を市長に提出し

なければならない。 

（採択事業の評価） 

第20条 採択事業の事業評価にあたっては、市長が審議会に諮問するものとする。 

２ 市長は、審議会から事業評価の答申があったときは、必要な措置を講ずるものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第21条 実施団体が第３条から前条までの規定に違反したと市長が認めるときは、第１２条の

交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

２ 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が

交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることがで

きる。 

（協力） 

第22条 採択事業の成果発表及び普及を図るため、市長から求めがあれば、実施団体はこれに

協力しなければならない。 

（事務局） 

第23条 事務局は、市民活動推進課に置く。 
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２ 事務局は、次の事務を所掌する。 

(１) 第一次審査となる書類審査に関すること。 

(２) 円滑な事業実施への連絡や調整に関すること。 

３ 審査の公平・公正を期するため、市民活動推進課は、第２条第４項に規定する市担当課か

ら除く。 

（補助金に係る帳簿等の保存年限） 

第24条 実施団体は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、採択事業が完了した日の属する年度

の終了後５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１１月２１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に、協定書を締結した採択事業については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２０年５月１９日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２０年度又は平成２１年度に新たに実施した採択事業のうち、引き続き平成２２年度

以降に採択を受けて実施する採択事業の補助率及び補助額については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２５年１０月１１日から施行する。 

附 則 
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１ この要綱は、平成３０年１０月２６日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和元年１０月１６日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和元年度の実施団体は、第５条から第７条まで及び別表の規定について、従前の補助率

等の規定を選択することができる。また、その選択は、令和２年度事業に申し込む際に行い、

以後全ての年度に適用するものとする。 

別表（第６条、第７条、第１５条関係） 

 その１ 

  自主事業部門 

コース名 新規チャレンジコース 協働準備コース 

コース内容 初めて提案事業に申し込む団体

を対象にした利用しやすさを重

視したコース。設立直後の団体

でも申込みできる。 

協働事業部門への発展を目指す

団体を対象にしたコース。採択

後は、単独で事業を実施しなが

ら、市担当課に協働の働きかけ

を行う。 

補助限度額 １５万円 ３０万円 

補助率 １００分の７５以内 １００分の８０以内 

補助年数 １年 ２年以内 

採択件数 ５件以内 予算の範囲内 

活動実績 不問 １年以上 

対象経費 1 人件費、謝金、旅費交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、 

保険料、使用料・賃借料、外注費・委託費 

2 団体会員への人件費及び旅費交通費は対象外とする 

3 対象としない経費については、別に定める 

 その２ 

  協働事業部門 

コース名 市民提案コース 行政提案コース 

コース内容 団体が提示する課題をテーマに 行政が提示する課題をテーマに
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して、団体と市担当課が企画段

階から協働しながら申込みを行

うコース 

して、団体と市担当課が企画段

階から協働しながら申込みを行

うコース 

補助限度額 ５０万円 ５０万円 

補助率 １００分の９０以内 １００分の１００以内 

補助年数 市民提案コースと行政提案コースを通算して３年以内 

採択件数 予算の範囲内 予算の範囲内 

活動実績 協働準備コースの実績１年以上 １年以上 

対象経費 1 人件費、謝金、旅費交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、 

保険料、使用料・賃借料、外注費・委託費 

2 団体会員への人件費及び旅費交通費は対象経費の合計の１割を

限度とする 

3 対象としない経費については、別に定める 
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